Made in 新潟 新商品調達制度実施要綱

（目的）

第1条　この要綱は、本県の随意契約による物品調達において、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者が生産する新商品の調達機会の拡大を図ることにより、事業者の販路開拓を支援し、もって本県産業の振興に資することを目的とする。

（定義）

第２条　この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項に規定する中小企業団体（ただし、火災共済協同組合、信用協同組合及び同組合連合会並びに商工組合連合会は除く。）をいう。

２　この要綱において「地域中核企業」とは、地域におけるサプライチェーンの中核として、県内に協力企業を多く抱える企業をいう。

３　この要綱において「新商品」とは、第６条第１号から同条第３号までのいずれにも適合する物品（ただし、医薬品を除く。）とする。

４　この要綱において「認定申請者」とは、第５条に規定する認定を受けるために申請する事業者をいう。

（認定申請者の要件）

第３条　認定申請者は、県内に事業所を有する中小企業者、地域中核企業又は知事が適当と認める者であって、次に掲げる商品を県内で生産する者とする。

（１）中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成11年法律第18号）に基づく県知事の承認を受けた経営革新計画に基づいて生産する商品

（２）中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律（平成17年法律第30号）による改正前の中小企業経営革新支援法（平成11年法律第18号）に基づく県知事の承認を受けた経営革新計画に基づいて生産する商品

（３）新潟県又は財団法人にいがた産業創造機構の補助金若しくは助成金又は融資制度を活用して開発又は事業化した商品

（４）国又は県内市町村の補助金又は助成金を受けて開発又は事業化した商品

（５）新潟県が設置している試験研究機関又は財団法人にいがた産業創造機構若しくは財団法人新潟県建設技術センターが関与し、開発又は事業化した商品

（６）上記以外の公的機関が関与し、開発又は事業化した商品

（７）県内に本店を置く企業が取得した特許権又は意匠権に基づいて開発又は事業化した商品

（８） 地域中核企業にあっては、第１号乃至第７号のいずれかに該当することに加え、原材料・部材等の調達、加工外注等、県内企業５社以上に発注することにより生産された商品
（認定申請）

第４条　認定申請者は、新商品の生産による新たな事業分野の実施に関する計画（以下「実施計画」という。）の認定申請書（様式第１）を知事に提出するものとする。

２　前項の申請書には次の書類等を添付しなければならない

（１）新商品の生産による新たな事業分野の実施に関する計画（様式第２）

（２）直近２営業期間の決算書の写し

（３）新商品の概要に関する資料

（４）その他知事が必要と認める資料

（認定）

第５条　知事は別に定める新商品認定委員会において、実施計画が第６条に定める認定基準の各号のいずれにも適合すると認められたものについて、認定申請者を新事業分野開拓事業者（以下「認定事業者」という。）に認定する。

（実施計画の認定基準）

第６条　認定基準は次の各号に定めるところによるものとする。

（１）実施計画に沿って生産され、県の機関で使途が見込まれる商品（以下「当該商品」という。）であること

（２）当該商品が既に企業化されている商品とは通常の取引において若しくは社会通年上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであっても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別の範疇に属するものであること

（３）当該商品が販売を開始してから概ね５年以内であること

（４）当該商品が技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものであること

（５）当該商品の生産の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が適切なものであること

（６）実施計画が公序良俗に反しないこと

（７）実施計画が関係法令に違反しないこと

（８）認定事業者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものでないこと

（認定期間）

第７条　認定の有効期間は認定日から起算して３年間とする。

２　知事は前項の規定にかかわらず、新商品の評価を踏まえ、事業者の申請に基づき、有効期間を２年以内の期間を定めて延長することができる。

（認定の取り消し）

第８条　知事は、前条の規定にかかわらず、認定事業者が第６条の認定基準を満たさなくなったと認められる場合は、認定を取り消すことができる。

（報告）

第８条の２　認定事業者は、実施計画の実施状況について、別に定める日までに知事に報告するものとする。

２　前項の規定にかかわらず、知事は、必要と認めるときは、認定事業者に対し、実施計画の実施状況について、報告又は関係書類の提出を求めることができる。

３　認定事業者は、認定期間の経過した後において、知事から報告の求めがあった場合には、これに協力するものとする。

（公表）

第９条　県は第５条の規定により認定したときは、認定事業者の名称、住所、新商品の名称、新商品の特性を公表するものとする。

（新商品の評価）

第１０条　県は購入した新商品の品質及び性能について、使用評価を行い、評価結果を事業者に通知するものとする。

（県の責務）

第１１条　県は物品調達において、認定事業者が生産する新商品を、その性能、品質、数量、価格等について考慮し、優先的に選択するよう努めるものとする。

２　県は認定事業者の新商品に関する適切な情報提供及び広報活動に努めるものとする。

（庶務）

第１２条　この要綱の施行に関する庶務は、産業労働観光部産業政策課が処理する。

（その他）

第１３条　この要綱に定めのない事項については、別に定める。

付　則

　この要綱は、平成１７年９月２７日から施行する。

付　則

　この要綱は、平成１８年７月２０日から施行する。

付　則

　この要綱は、平成２０年１２月１６日から施行する。

付　則

　この要綱は、平成２１年７月１６日から施行する。

付　則

１　この要綱は、平成２１年１０月２７日から施行する。

２　この要綱の施行日において、旧要綱第５条の認定を受け、旧要綱第７条に定める期間が満了していない認定事業者の認定の有効期間は、認定日から起算して３年とする。

３　前項に定める者の認定の有効期間の延長は、この要綱の第７条第２項を適用する。
付　則
　この要綱は、平成２２年６月３０日から施行する。

様式第１

平成　　年　　月　　日

新潟県知事　泉田　裕彦　様

住　所

事業者

代表者　　　　　　　　　　　　　　印

新商品の生産による新たな事業分野の実施に関する計画認定申請書

　Made in 新潟新商品調達制度実施要綱第４条第１項の規定に基づき認定を申請します。

記

（添付資料）

１　新商品の生産による新たな事業分野の実施に関する計画（様式第２）

２　誓約書（別紙１）

３　直近２営業期間の決算書の写し

４　新商品の概要に関する資料（写真（電子データ）、パンフレット、マニュアル、公的機関等における試験データ等）

５　新商品のサンプル（※高額なもの及び郵送不可能なものは除く）

（該当する場合必要となる書類）

１　地域中核企業（直近３決算期のいずれかの期において、県内企業への部材等発注実績が１億円以上の企業）に該当する場合、県内企業への部材等発注状況（別紙２）

２　新商品の生産による新たな事業分野の実施に関する計画２に定める証明書類







